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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 
協力研究員受入規則 

 
平成１６年４月１９日 

規 則 第 ２ ７ 号 

改正 平成１９年３月２９日規則第 ６号 

改正 平成２１年３月３１日規則第２５号 

改正 平成２５年２月１８日規則第 ２号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構外来研究員取扱規程

（平成１６年規程第９０号。以下「規程」という。）第２条第６号に規定する協力研究員の受

入れに関し、必要な事項を定める。 

 

（受入資格） 

第２条 協力研究員として受入れることのできる者は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速

器研究機構（以下「機構」という。）の助教となる資格を有する者と同等以上の学識を有する

者とする。 

 

（申請） 

第３条 協力研究員としての受入れを希望する者は、別に定める受入申請書を機構の所長又は施

設長（以下「所長等」という。）に提出しなければならない。 

 

（受入許可） 

第４条 所長等は、前条の申請があったときは、適当と認める者について、受入れを許可するも

のとする。 

 

（受入期間） 

第５条 協力研究員の受入期間は、１年以内とし、受入れを許可された日の属する会計年度を超

えることはできない。ただし、所長等が必要と認めるときは、次年度以降受入れを更新するこ

とができるものとする。 

 

（受入れの辞退及び変更の届け出） 

第６条 協力研究員が受入期間中に健康その他の理由により受入れを辞退する場合は、所長等に

届け出るものとする。 

２ 協力研究員は、所属等、申請書の記載内容に変更が生じた場合、その都度所長等に届け出る

ものとする。 

 

（登録） 
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第７条 受入れを許可された協力研究員は、別に定める手続きにより「ユーザー登録」をしなけ

ればならない。 

２ 前項により登録した事項に変更が生じた場合、協力研究員は、その都度変更登録しなければ

ならない。 

 

（登録の抹消） 

第８条 協力研究員は、研究等に従事しなくなるときは、別に定める手続きにより登録の抹消の

届け出をしなければならない。ただし、受入れを許可された期間が終了したときは、この限り

ではない。 

 

第９条 （削除） 

 

（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、協力研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１９日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則（平成１９年３月２９日規程第６号） 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第２５号） 
この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１８日規則第２号） 
この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
 


